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屋号続用の責任

１　商号を信用した者の保護

　商号とは商人や会社が営業上自己を表示するた

めに用いる名称です。

　会社法22条１項は「事業を譲り受けた会社が譲

渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その

譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務

を弁済する責任を負う。」と定めています。この

規定の趣旨は、商号が続用される場合には、事業

上の債権者は、事業譲渡の事実を知らず譲受会社

を債務者と考えるか、知ったとしても譲受会社に

よる債務引受があったと考え、いずれにしても譲

受会社に対して請求をなし得ると信じ、事業譲渡

会社に対する債権保全措置を講じる機会を失する

おそれが大きいことなどに鑑み、債権者を保護す

るところにあります。

　譲受会社が会社法22条第１項の規定により譲渡

会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲受

会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請

求又は請求の予告をしない債権者に対しては、そ

の期間を経過した時に消滅するとされており（同

条３項）、譲受会社に請求するのには期限があり

ます。

２　商号と屋号

　屋号とは一般的にいう店舗名称のことで、商号

とは異なります。商号と屋号を共通の名称にする

ことも、商号の一部を屋号として使うことも、商

号と別個の屋号を使うこともあります。本件でい

えば、株式会社Ａや株式会社Ｂという名称は商号

ですが、Ｓマートという名称は屋号です。
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　株式会社Ａは「Ｓマート」という店名でスーパーマーケットを営業していまし
た。当社は日配品卸として継続的にＳマートに商品を納入する取引関係にあった
のですが、昨年末から売掛金の支払が滞り、Ａ社に対し売掛金の支払を求めたと
ころ、Ａ社は、既に株式会社Ｂにスーパーマーケット事業を譲渡し何ら財産は
残っていないので弁済はできないと言っています。
　Ｂ社は事業譲受後、Ｓマートの店名をそのまま使い店舗営業を続けています。
　当社はＡ社に対する売掛金をＢ社に請求することができないでしょうか。
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　屋号も一定の条件下においては、商号同様、取

引の当事者を特定するうえで重要な機能を営んで

いる場合があります。そこで事業譲渡の際に商号

ではなく屋号を続用した場合の事業譲受会社につ

いて、会社法22条１項の類推適用がないかが問題

となります。

　東京地裁平成元年11月29日判決は、譲渡人有

限会社徳泉閣ホテルから徳泉閣ホテルの営業譲

渡（商法上の用語であり、会社法上の事業譲渡と

同義です。）を受けた三優商工株式会社が「徳泉

閣ホテル」を屋号として続用したという事案にお

いて、屋号「徳泉閣ホテル」は商号「有限会社徳

泉閣ホテル」の重要な構成部分を内容とするもの

であるから、これを続用した三優商工株式会社は、

（旧）商法26条１項（会社法22条１項に相当）の

規定の類推適用により、訴外徳泉閣の営業によっ

て生じた債務について譲渡人と連帯して弁済すべ

き義務を負うとしました。

　長野地裁平成14年12月27日判決は、譲渡人ふる

さと村株式会社からカラオケボックス店「カラオ

ケハウスモンビラージュ」の営業の譲渡を受けた

株式会社オンセンが「カラオケハウスモンビラー

ジュ」を屋号として続用した事案において、営業

譲渡の前後を通じて営業の外形にほとんど変化が

なく、屋号が商取引上当事者を特定する上で重要

な機能を営んでいる場合において屋号を続用する

ときは、（旧）商法26条１項（会社法22条１項に

相当）の規定の類推適用により営業譲受人が営業

譲渡人の債務につき弁済すべき責任を負うとしま

した。

　これらの裁判例は、営業譲渡に伴い続用される

ものが、商号そのものではなく屋号である場合で

も、その屋号が譲受人の営業上重要な機能を営ん

でいるものと認定し、営業譲渡人の債権者にとっ

ては、商号続用の場合と同様、営業主体の交代を

知ることができないため、または、その事実を

知っていたとしても、譲受人が当然に債務も引き

受けたと考えがちなため、譲渡人の債権者を保護

することを相当としたものといえます。

３　譲受人の免責

　会社法22条２項は、「前項の規定は、事業を譲

り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所

在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負

わない旨の登記をした場合には、適用しない。事

業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡

会社から第三者に対してその旨の通知をした場合

において、その通知を受けた第三者についても、

同様とする。」としています。

　この規定は、事業譲受人が屋号を続用する場合

においても類推適用されると解されます。登記実

務においては事業譲渡に際し譲受人が譲渡人の屋

号のみを続用する場合であっても免責の登記がで

きるとされており、また、屋号を続用する譲受人

は、事業譲受後遅滞なく譲受人及び譲渡人から第

三者に対し譲渡人の債務を弁済する責任を負わな

い旨の通知をすれば、通知を受けた第三者との関

係では免責されることになります。

４　本件の場合

　本件では、Ａ社からＢ社への事業譲渡において

商号の続用はありませんが、「Ｓマート」の屋号

こそ当事者の特定において重要な機能を営んでい

るといえます。Ｂ社はＳマートという屋号を続用

し、Ａ社が営業していた店舗を使い、Ａ社と同様

の営業をしているので、事業譲渡の前後を通じて

営業の外形にほとんど変化がないといえます。し

たがって、Ｂ社が免責の登記や当社に対する免責

の通知をしていない限り、会社法22条１項の類推

適用により、当社のＡ社に対する売掛金債務につ

いてＢ社も弁済する責任を負うことになり、当社

はＢ社に対し当該売掛金の支払いを求めることが

できるものと解されます。
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